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長野県との食を通じた健康長寿の推進に関する戦略的連携協定締結のお知らせ 

 
 

 当社は、平成27年１月21日開催の取締役会において、長野県（長野県知事 阿部守一）との間で、

長野県の食材の魅力と健康長寿のライフスタイルと食文化を広く発信することを目的として、食を通じ

た健康長寿の推進に関する戦略的連携協定を締結することを決議致しましたので、下記のとおりお知ら

せ致します。 

 

記 

 

１．長野県と当社の取組 

人口減少や高齢化の進展は、国内・域内の需要や労働力の減少をもたらすだけでなく、イノベーシ

ョンの源泉である創造力の低下を招きかねず、経済の停滞と地域社会の活力低下が懸念されます。 

このことから、長野県では「確かな暮らしが営まれる美しい信州」を基本目標とする「しあわせ信

州創造プラン」（長野県総合５か年計画）を策定し、県民、民間企業、市町村など多様な主体との協

働により、持続可能な共生社会の実現を目指しています。 

また、長野県では、県や市町村、関係機関・団体等が食育活動等に積極的な取組を行ってきた結果、

県民の平均寿命が男女ともに全国一位となるとともに、高齢者の就業率・医療費等においても全国ト

ップレベルにあり、健康長寿県としても注目されています。しかしながら、物質的な豊かさによる成

熟経済の中、価値観の多様化を背景に食生活スタイルが変化し、食生活の乱れ、生活習慣病の増加や

伝統的な食文化の喪失等、様々な課題が明らかとなっていることから、県民一人ひとりが「食」に関

する正しい情報を選択できる力を身につけ、自らが実践できるよう、一層の食育の推進に取り組むこ

ととしています。 

そこで当社は、長野県の地方創生としての取組みや、長野県食育推進計画の基本理念である「信州

の食で育む人づくり〜健康長寿と豊かな人間形成〜」に寄与するべく、プラットフォームシェアリン

グ事業の一環として、長野県と食を通じた健康長寿発信に関する戦略的協定を締結し、２に記載の協

働事業の第一弾として、ＪＲ長野駅に直結した駅ビル「ＭＩＤＯＲＩ長野」内に、“長野県＝長寿日

本一”のブランディングを目的とし、“長野の長寿食”を銘打った料理を提供する、「長野県長寿食

堂」をオープン致します。 
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２．戦略的連携協定の内容 

 当社と長野県は、主に以下の業務分野において、相互の業務発展に努めてまいります。 

（１）食を通じた健康増進活動の推進に関すること 

（２）長野県産食材のブランド化と利用拡大に関すること 

（３）長野県の健康長寿のライフスタイルと食文化の発信に関すること 

（４）豊かな食生活を通じた活力ある健康長寿社会の実現に関すること 

（５）その他、食を通じた地域振興と情報の発信に関すること 

 

３．「長野県長寿食堂」出店について 

   店舗名    ：  長野県長寿食堂 

   オープン日  ：  平成27年3月7日 

    所在地    ：  ＭＩＤＯＲＩ長野(長野県長野市南千歳一丁目22番地６)３階 

    営業時間   ：  11:00 ～22:00（予定） 
    坪数     ：  43.37坪 
    その他    ：  コンセプト等の詳細につきましては、平成27年１月23日(金)に実施予

定の協定締結式（５に記載のとおり）にて発表させて頂きます。 

 

４．日程 

   取締役会決議日  ：平成27年１月21日(水) 

   協定締結日    ：平成27年１月23日(金) 

 

５．協定締結式内容 

   日時    ：  平成27年１月23日(金)  11:45開始（11:30受付開始） 

   会場    ：  長野県庁(長野県長野市大字南長野字幅下692-2) 3階特別応接室  

   出席者   ：  長野県知事           阿部守一（あべ しゅいち） 

            株式会社きちり 代表取締役社長 平川昌紀（ひらかわ まさのり） 

             

６．今後の見通し 

本件に伴う平成 27年６月期の業績に与える影響は現時点では軽微でありますが、将来にわたって

企業価値の向上を実現する戦略的協定と考えております。業績に重大な影響を与えることが明らかに

なった場合には、速やかに情報開示を行います。 

 

以 上 


